
７ 人材力
（１）教育・人材育成・若者支援
（略）
そして、全ての子供・若者が、豊かな体験を得られるよう、支援を強化します。特に、孤独・孤立に

陥りやすい若者について、大規模な実態調査を行った上で、社会とのつながりの構築を支援します。ま
た、性や健康に関する正しい知識を身につけ、健康管理を行うプレコンセプションケアを推進します。

（２）人材総活躍
（略）
性差に由来した健康課題への対応を加速すべく、診療領域を横断した対応策の整理や診療拠点の整備

を進め、特に女性の生涯にわたる健康支援を強化します。がん・難病のゲノム医療や「ワンヘルス」の
取組も推進します。

（３）総合的な人口政策・外国人との秩序ある共生社会の実現
（少子高齢化・人口減少に対応した社会経済の再構築）
（略）
また、データヘルスや保険者機能の強化、健康経営に取り組む地域企業への支援、がん検診・歯科健

診の推進を通じ、「攻めの予防医療」を具体化させます。健康寿命の延伸を図ることで、皆が元気に活
躍し、社会保障制度を含めた社会の支え手となっていただけるようにします。
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